
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
扉に埋設される錠ケースに設けられ回動したときにラッチボルトを上記錠ケースから出没
させるハブと、上記錠ケースに設けられ回動したときにデッドボルトを出没させるカムと
を操作する電気錠において、
該扉の室外側表面に固着される本体に、電源である電池と、番号を入力する入力設定部と
、該入力設定部への番号入力により通電される電磁石とを配設すると共に、上記本体内に
、ハンドル操作により回動するハブと、該ハブの回動により移動するレトラクタプレート
と、該レトラクタプレートと同方向に移動可能に設けられるスライドプレートと、長軸を
有し一端を上記レトラクタプレートに枢着され他端に設けた係合突起が上記スライドプレ
ートに係脱するフックプレートと、上記レトラクタプレートと同方向に移動可能に設けら
れ、上記長軸を押動するカム溝と上記電磁石が通電されたときに吸着される可動片とを有
し、上記レトラクタプレートにマグネットスプリングを介して係合するマグネットホルダ
と、上記スライドプレートに枢着され中立位置に付勢されるリンクプレートと、上記カム

連結され、上記リンクプレートに押動される一対の軸を有するドライブシャフトとを備
え、
上記可動片が吸着されたときに上記マグネットホルダに移動が阻止され、上記レトラクタ
プレートの移動により上記フックプレートの長軸は上記カム溝に押動され上記フックプレ
ートの係合突起が上記スライドプレートに係合し、上記レトラクタプレートと共に移動す
る上記リンクプレートが上記一対の軸の一方を押動して上記ドライブシャフトが施錠角度
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と解錠角度との間を回動することを特徴とする電気錠。
【請求項２】
上記本体に固着されるシリンダ錠と、上記本体内に回動可能に設けられ上記シリンダ錠の
ロータに係合し、偏心軸を有するシリンダカムと、上記スライドプレートと同方向に移動
可能に設けられ上記スライドプレートとロックスプリングを介して係合し、上記偏心軸が
係入する係合凹部を有するロックレトラクタとを設けたことを特徴とする請求項１に記載
の電気錠。
【請求項３】
上記リンクプレートが上記一対の軸の一方の軸を押動したときに、上記リンクプレートは
上記他方の軸が当接しない位置に傾動することを特徴とする請求項１又は２に記載の電気
錠。
【請求項４】
上記一対の軸が上記リンクプレートの下端と平行位置において、上記リンクプレートが上
記一対の軸に当接したときに、上記一対の軸の一方の軸に押動されて上記リンクプレート
を傾動させる傾斜面を上記リンクプレートに設けたことを特徴とする請求項１，２又は３
に記載の電気錠。
【請求項５】
上記本体内に上記ドライブシャフトの回動を検知する一対のスイッチが設けられ、上記ド
ライブシャフトの一端に上記スイッチを作動させる突出面を形成したことを特徴とする請
求項１，２，３又は４に記載の電気錠。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ハンドル操作によりラッチボルトが没入し、電磁石に通電したときにはハンド
ル操作により施錠，解錠される電気錠に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来の電気錠には、例えば特公平４－１２３５１号公報に示すように、デッドボルトとラ
ッチボルトを有する箱錠が扉に埋設され、扉の室外側表面に取り付けられる外側エスカッ
ションには、暗証番号を投入する入力設定部と、機械的に施錠，解錠するシリンダ錠と、
電気的に施錠，解錠するためのソレノイドが設けられ、扉の室内側表面に取り付けられる
内側エスカッションに電源である電池と制御部の基板が収容され、両エスカッションにラ
ッチボルトを没入させるハンドルが設けられるものが多い。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
このような電気錠では、内側エスカッション内の制御部の基板及び電池に接続する配線が
、扉を貫通して外側エスカッション内の入力設定部やソレノイドに接続されるので、扉に
配線用の孔を加工する手間や、配線に接続コネクタを設けたり防水処理する手間や、両エ
スカッションの間を配線する困難な作業が必要であり、配線作業の工数が増大するために
コスト高になる問題や、接続コネクタに起因する接触不良の問題があった。
【０００４】
又、デッドボルトとラッチボルトを機械的に操作する箱錠を備えた既存のドア錠に、電気
的に施錠，解錠する機構を付加して電気錠に改造したい場合には、上記の孔加工や配線が
工場内作業よりも作業し難い現場工事となるので、更に非能率となりコスト高になる等の
問題がある。
又、電気錠は左右両勝手の扉に兼用して使用できることが望まれる。
本発明は、かかる課題を解決することを目的とし、電源，入力設定部，電気アクチュエー
タ（ソレノイド）及び配線を全て外側エスカッションに集約することにより、扉への取り
付け工事や既存のドア錠を電気錠に改造する工事を容易にし、操作性がよく且つ左右両勝
手に兼用できる電気錠を提供するものである。
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【０００５】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するために、本発明の電気錠は、
扉に埋設される錠ケースに設けられ回動したときにラッチボルトを上記錠ケースから出没
させるハブと、上記錠ケースに設けられ回動したときにデッドボルトを出没させるカムと
を操作する電気錠において、
該扉の室外側表面に固着される本体に、電源である電池と、番号を入力する入力設定部と
、該入力設定部への番号入力により通電される電磁石とを配設すると共に、上記本体内に
、ハンドル操作により回動するハブと、該ハブの回動により移動するレトラクタプレート
と、該レトラクタプレートと同方向に移動可能に設けられるスライドプレートと、長軸を
有し一端を上記レトラクタプレートに枢着され他端に設けた係合突起が上記スライドプレ
ートに係脱するフックプレートと、上記レトラクタプレートと同方向に移動可能に設けら
れ、上記長軸を押動するカム溝と上記電磁石が通電されたときに吸着される可動片とを有
し、上記レトラクタプレートにマグネットスプリングを介して係合するマグネットホルダ
と、上記スライドプレートに枢着され中立位置に付勢されるリンクプレートと、上記カム

連結され、上記リンクプレートに押動される一対の軸を有するドライブシャフトとを備
え、
上記可動片が吸着されたときに上記マグネットホルダに移動が阻止され、上記レトラクタ
プレートの移動により上記フックプレートの長軸は上記カム溝に押動され上記フックプレ
ートの係合突起が上記スライドプレートに係合し、上記レトラクタプレートと共に移動す
る上記リンクプレートが上記一対の軸の一方を押動して上記ドライブシャフトが施錠角度
と解錠角度との間を回動することを特徴とするものである。
【０００６】
上記本体に固着されるシリンダ錠と、上記本体内に回動可能に設けられ上記シリンダ錠の
ロータに係合し、偏心軸を有するシリンダカムと、上記スライドプレートと同方向に移動
可能に設けられ上記スライドプレートとロックスプリングを介して係合し、上記偏心軸が
係入する係合凹部を有するロックレトラクタとを設けることができる。
【０００７】
上記リンクプレートが上記一対の軸の一方の軸を押動したときに、上記リンクプレートは
上記他方の軸が当接しない位置に傾動するようにするとよい。
又、上記一対の軸が上記リンクプレートの下端と平行位置において、上記リンクプレート
が上記一対の軸に当接したときに、上記一対の軸の一方の軸に押動されて上記リンクプレ
ートを傾動させる傾斜面を上記リンクプレートに設けるとよい。
又、上記本体内に上記ドライブシャフトの回動を検知する一対のスイッチが設けられ、上
記ドライブシャフトの一端に上記スイッチを作動させる突出面を形成するとよい。
【０００８】
【発明の実施の形態】
本発明の実施の形態について図面を参照して説明すると、図１は扉の室外側表面に取り付
けられる本体Ａの正面図、図２は図１の一部破断側面図を示す。
扉Ｄに固着される本体Ａは、図２及び図１４に示すように、外側エスカッション１と、外
側エスカッション１の裏面を閉塞するバックプレート７とから構成され、図１に示すよう
に、外側エスカッション１の上部には上方にスライド可能な被覆カバー２が設けられ、被
覆カバー２の下方には手前に倒すことができるシリンダ錠カバー３が設けられ、シリンダ
錠カバー３の下方にハンドルの角軸部を挿入するハンドル挿入孔４が設けられる。
【０００９】
図２に鎖線で示すように、被覆カバー２を上方にスライドさせて開くと、複数のスイッチ
を操作して暗証番号を入力する入力設定部５が露出し、シリンダ錠カバー３を手前に倒す
とシリンダ錠６の鍵孔（図示しない）にキーを差し込むことができる（図１，図２参照）
。
外側エスカッション１の下端部には、電源である電池を収容するケース８９が設けられる
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。
外側エスカッション１の裏面には、バックプレート７がねじ８により締着される（図６参
照）。
【００１０】
バックプレート７に設けられたねじ孔１６（図８参照）に、外側エスカッション１と丸座
１′（図１４参照）連結軸（図示しない）雄ねじ部が螺合し、外側エスカッション１及び
丸座１′が扉の両面に取り付けられる。
バックプレート７のほぼ中央部に、バックプレート７の外側に突出する筒部１０が形成さ
れ、筒部１０の内面に螺設された雌ねじ１０ａに、シリンダアタッチメント１１の外周面
に設けられた雄ねじ１１ａが螺合する（図７，図８参照）。
【００１１】
筒部１０の下方にカム挿入孔１２が設けられ、カム挿入孔１２の両側に案内長孔１３，１
４が設けられ、カム挿入孔１２の下方にハブ挿入孔１５が設けられ、ハブ挿入孔１５の下
側に設けられる孔９に挿入されるねじ１７は、内部ケース１８に設けられた２つの軸１９
の先端面に固着されることにより、内部ケース１８がバックプレート７に取り付けられ、
バックプレート７に制御部の基板８７がねじ止めされる（図６，図７，図８参照）。
【００１２】
内部ケース１８には両側端から屈曲して起立する案内壁２０が形成され、両案内壁２０の
下端にばね支持壁２１が設けられる。
両案内壁２０のほぼ中間に２つの開口２２が設けられ、開口２２の下方にシリンダ錠６の
ロータ６ａに相対するカム挿入孔２３が設けられ、カム挿入孔２３の下方には、ハブ挿入
孔１５に相対するハブ用孔２４が設けられる（図８参照）。
【００１３】
内部ケース１８の内部に挿入されるスライドプレート２５の上部にピン２６が固着され、
ピン２６にリンクプレート２７の上部が枢着され、リンクプレート２７は ２７ （図
５参照）により垂下した中立位置に付勢される。
ピン２６の下方に２つの開口２８が設けられ、開口２８の下方に長孔２９が設けられ、図
５において開口２８の左側に、切り起こし加工により起立したばね支持片３０が形成され
、開口２８の右側に、係合溝３１が形成される。
【００１４】
内部ケース１８の下部１８ａは、スライドプレート２５の厚さだけ内側に隆起しているの
で、スライドプレート２５は直接内部ケース１８に接触した状態で、案内壁２０に案内さ
れながら上下動することができる（図８参照）。
【００１５】
スライドプレート２５に重ねられるレトラクタプレート３２は、上端に開口する長孔３３
が形成され、上端の右端に切り起こし加工により起立したばね支持片３４が形成され、ば
ね支持片３４の下方に孔３５，３６が設けられる。
レトラクタプレート３２の下端部の両側に屈曲加工されたばね支持片３７が形成され、ば
ね支持片３７と内部ケース１８のばね支持壁２１との間にレトラクタスプリング３８が挿
入される。
従って、レトラクタプレート３２は上方に付勢される。
【００１６】
フックプレート３９は、孔３６に枢着される軸部４０と、孔３５に遊嵌する長軸４１と、
上端部から横方向に突出する係合突起４２を有し、軸部４０を支点として揺動したときに
係合突起４２がスライドプレート２５の係合溝３１に係脱可能である。
長軸４１の先端は、レトラクタプレート３２の孔３５を貫通して次に述べるマグネットホ
ルダ４３に設けられたカム溝４４に係入する。
【００１７】
マグネットホルダ４３は、上記のカム溝４４の上方に、上端面に埋設された可動片４５と
矩形状の長孔４６が設けられ、カム溝４４の反対面に突起４７が突設される。
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カム溝４４の上端は、図８において右方向に屈曲しているので、カム溝４４の上端部に係
入する長軸４１が下降するとフックプレート３９が軸部４０を支点として反時計方向に傾
き、係合突起４２がスライドプレート２５の係合溝３１に係入する。
【００１８】
バックプレート７の内壁面に電磁石ホルダ８６がねじ８８により締着され、電磁石ホルダ
８６に電磁石４８が設けられる（図６，図８参照）。
可動片４５は、バックプレート７に設けられた電磁石４８が通電されたときに電磁石４８
に吸着されるものであり、突起４７は、バックプレート７の案内長孔１３（図６参照）に
挿入される。
矩形状の長孔４６の下面とレトラクタプレート３２のばね支持片３４との間にマグネット
スプリング４９が挿入される（図８，図９参照）。
【００１９】
シリンダカム５０は、円板５０ａの両面に突出する軸部５０ｂ，５０ｃが設けられ、軸部
５０ｂがバックプレート７のカム挿入孔１２に挿入され、軸部５０ｃは、レトラクタプレ
ート３２の長孔３３及びスライドプレート２５の長孔２９を経由して内部ケース１８のカ
ム挿入孔２３に挿入される（図７，図８参照）。
軸部５０ｂ，５０ｃを貫通する非円形孔５１にはシリンダ錠６のロータ６ａが挿入され、
円板５０ａに設けられた偏心軸５２が次に述べるロックレトラクタ５３の係合凹部５４に
係合する。
【００２０】
ロックレトラクタ５３に設けられた矩形状の長孔５５の下面とスライドプレート２５のば
ね支持片３０との間にロックスプリング５６が挿入され（図８，図９参照）、ロックレト
ラクタ５３に設けられた突起５７は、バックプレート７の案内長孔１４（図６参照）に挿
入される。
以上述べたシリンダ錠６，シリンダカム５０，ロックレトラクタ５３，ロックスプリング
５６により機械的な非常解錠機構が構成される。
【００２１】
ハブ５８は、両端に押動突起５９が形成される板状の本体５８ａの両面に軸部５８ｂ，５
８ｃが設けられ（図７参照）、一方に軸部５８ｂは内部ケース１８のハブ用孔２４に挿入
され、他方の軸部５８ｃはバックプレート７のハブ挿入孔１５に挿入される。
ハブ５８の中央を貫通する角孔６０には、ハンドルＨ（図１４参照）の端部に形成された
角軸部が嵌入する。
【００２２】
シリンダアタッチメント１１に回動可能に挿入されたシリンダジョイント６１の一端は、
円形の２か所をＶ字形状に切欠した形状の非円形軸に形成され、他端面に２つの孔が設け
られる。
ドライブシャフト６２に設けられた２本の軸６３が、内部ケース１８の２つの開口２２，
スライドプレート２５の２つの開口２８を経由して、シリンダアタッチメント１１の他端
面の２つの孔にそれぞれ挿入される（図８，図９参照）。
【００２３】
図１２（Ａ）～（Ｄ）はドライブシャフト６２とリンクプレート２７との相互関係を示す
略図であり、図１２（Ａ）をドライブシャフト６２の施錠角度とすると、ドライブシャフ
ト６２の左側の軸６３ａが高く、右側の軸６３ｂが低くなっている。
一方、リンクプレート２７はばね２７ａ（図５参照）によりピン２６を支点として垂下し
た中立位置に付勢され、リンクプレート２７の下端の押動面２７ａに左側の軸６３ａがほ
ぼ接触している。
【００２４】
この状態で、リンクプレート２７が下降すると、リンクプレート２７の押動面２７ａが左
側の軸６３ａに当たって時計方向に傾動し、リンクプレート２７の右側の側面２７ｂが、
右側の軸６３ｂの上昇を妨げない位置に変位すると共に、リンクプレート２７の押動面２
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７ａに軸６３ａを押されたドライブシャフト６２が反時計方向に回動し始める（図１２（
Ｂ）参照）。
【００２５】
リンクプレート２７の下降が終了すると、ドライブシャフト６２が反時計方向に約９０度
回動して解錠角度となり、右側の軸６３ｂが上昇位置になり、左側の軸６３ａが下降位置
になる（図１２（Ｃ）参照）。
リンクプレート２７は上昇すると再び図１２（Ａ）に示すような中立位置に復帰するが、
ドライブシャフト６２は解錠角度のままである。
【００２６】
次に、再びリンクプレート２７が下降すると押動面２７ａに、右側の軸６３ｂを押された
ドライブシャフト６２が時計方向に約９０度回動して施錠角度となり、左右の軸６３ａ，
６３ｂの位置は図１２（Ａ）に状態に復帰する。
すなわち、リンクプレート２７が下降，上昇を繰り返す度に、ドライブシャフト６２が施
錠角度と解錠角度を交互に繰り返し、ドライブシャフト６２に係合するシリンダジョイン
ト６１も施錠角度と解錠角度を交互に繰り返す。
【００２７】
リンクプレート２７の押動面２７ａと側面２７ｂとの交叉点に傾斜面２７ｃが形成される
が、図１２（Ｄ）において左側の傾斜面２７ｃが右側の傾斜面２７ｃよりも大きくなって
いるので、仮に左右の軸６３ａ，６３ｂが ２７ａに平行な同じ高さに揃った事態が
生じたとしても、リンクプレート２７が下降したときに、左側の軸６３ａに当たった左側
の傾斜面２７ｃにリンクプレート２７を反時計方向に回動する分力が生じるので、押動面
２７ａが軸６３ｂを押動することができ、図１２（Ａ）の状態になる。
【００２８】
扉に内設される箱錠Ｂは、箱形の錠ケース６４の前壁であるフロント６５が扉の端面に取
り付けられ、フロント６５にデッドボルト用孔６６及びラッチボルト用孔６７が設けられ
る。
デッドボルト用孔６６に出没可能に挿入されるデッドボルト６８に凹部６９が形成され、
錠ケース６４に枢着されたカム７０にシリンダジョイント６１の先端部が嵌入する非円形
の孔７１が設けられ、カム７０に設けられた駆動片７２がデッドボルト６８の凹部６９に
係合する。
駆動片７２に設けられたピン７３と錠ケース６４に設けられたピン７４にスプリング７５
の両端部が係止されるので、デッドボルト６８は突出した施錠位置と没入した解錠位置に
付勢される（図１６参照）。
【００２９】
ラッチボルト用孔６７に挿入されるラッチボルト７６は、頭部７６ａと、頭部７６ａの後
面から延びる軸部７６ｂとを有し、軸部７６ｂは錠ケース６４の内壁面から起立する支持
壁７７に設けられた孔を貫通する。
頭部７６ａと支持壁７７との間にラッチスプリング７８が挿入されるので、ラッチボルト
７６の頭部７６ａはフロント６５から突出する方向に付勢される。
【００３０】
錠ケース６４に枢着されたハブ７９はハンドルの角軸が挿入される角孔８０が設けられ、
ハブ７９の両端に押動部８１が形成される。
錠ケース６４の内壁面に沿って摺動可能なレトラクタ８２は、屈曲加工されて起立する起
立壁８３と被押動壁８４が設けられ、起立壁８３の孔に挿入された軸部７６ｂの端部に止
め輪８５が嵌着され、被押動壁８４は、ハブ７９が回動したときに押動部８１に押動され
る。
【００３１】
次に、以上のように構成された電気錠の作用を、解錠状態，電気的な施錠並びに解錠操作
，機械的な非常解錠操作の順に説明する。
解錠状態では、ドライブシャフト６２が解錠角度にあり、左側の軸６３ａが上昇位置にあ
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り右側の軸６３ｂが下降位置にある（図９参照）。
ドライブシャフト６２に係合するシリンダジョイント６１は解錠角度にあり、シリンダジ
ョイント６１に係合する箱錠Ｂのカム７０も図１６に示すような解錠角度にあり、デッド
ボルト６８は錠ケース６４内に没入している。
【００３２】
レトラクタスプリング３８に押されているレトラクタプレート３２は上昇端まで上昇し、
レトラクタプレート３２のばね支持片３４に係合するマグネットホルダ４３も上昇し、可
動片４５が電磁石４８に接している。
フックプレート３９の長軸４１が、マグネットホルダ４３のカム溝４４の上端部に係合し
ているので、係合突起４２はスライドプレート２５の係合溝３１から離れており、レトラ
クタプレート３２はスライドプレート２５と独立して下降可能な状態にある。
【００３３】
シリンダ錠６のロータ６ａは施錠角度にあり、ロータ６ａに係合するシリンダカム５０の
偏心軸５２はロックレトラクタ５３を上昇位置に押し上げているので、ロックスプリング
５６を介してばね支持片３０を上方に押されているスライドプレート２５は上昇している
。
ハブ５８の２つの押動突起５９は共にばね支持片３７に当接している（図９参照）。
箱錠Ｂのラッチボルト７６はフロント６５から突出してドア框に設けられたストライクの
係合孔（図示しない）に係入しているので、扉は閉扉状態に保持されている。
【００３４】
このような解錠状態において、扉のハンドルを回動操作すると、ハブ５８が回動して一方
の押動突起５９がレトラクタプレート３２のばね支持片３７を下方に押動し、レトラクタ
プレート３２が下降するが、レトラクタプレート３２のばね支持片３４にマグネットスプ
リング４９を介して同方向に押されるマグネットホルダ４３も下降する。
【００３５】
このときには、スライドプレート２５は下降しないので、リンクプレート２７も下降しな
い（図１０参照）。
一方、ハンドルＨの回動操作により箱錠Ｂのハブ７９が回動し、後退するレトラクタ８２
と共に ７６が錠ケース６４内に没入し、扉を開くことができる（図１６参照
）。
【００３６】
次に、電気的な施錠並びに解錠操作を説明すると、被覆カバー２を上に開いて入力設定部
５により暗証番号を投入すると、電磁石４８が所定時間通電され、電磁石４８に可動片４
５が吸引される。
この状態でハンドルを操作するとハブ５８の押動突起５９に押されたレトラクタプレート
３２が下降すると共に箱錠Ｂのラッチボルト７６が没入するが、可動片４５を吸着されて
いるマグネットホルダ４３は、マグネットスプリング４９も押圧力よりも強い吸着力で保
持されているので、下降しない。
【００３７】
従って、レトラクタプレート３２と共に下降するフックプレート３９の長軸４１が、マグ
ネットホルダ４３のカム溝４４の上端から下降するので、フックプレート３９が図１１に
おいて反時計方向に傾動し、係合突起４２が係合溝３１に係入し、レトラクタプレート３
２と共にスライドプレート２５も下降する。
このとき、ロックスプリング５６がロックレトラクタ５３を下方に押すが、シリンダカム
５０の ５２に係合するロックレトラクタ５３は下降しない（図１１参照）。
【００３８】
スライドプレート２５と共に下降するリンクプレート２７の下端の押動面２７ａが、高位
置にある右側の軸６３ａを押動し（図１０参照）、軸６３ａを押されたドライブシャフト
６２が解錠角度から施錠角度に回動し、左側の軸６３ｂが高位置になる。
又、ドライブシャフト６２が施錠角度に回動すると、ドライブシャフト６２に係合するシ
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リンダジョイント６１及びシリンダジョイント６１に係合する箱錠 のカム７０が施錠角
度に（図１０において時計方向に）回動するので、駆動片７２に押されたデッドボルト６
８が突出して施錠される。
【００３９】
以上のように施錠された電気錠に再び通電してハンドルＨを操作すると、再び

３２と共にスライドプレート２５が下降し、リンクプレート２７が高位置になっ
ている軸６３ｂを下方に押動するので、ドライブシャフト６２が解錠角度に回動し、ドラ
イブシャフト６２に係合するシリンダジョイント６１，箱錠Ｂのカム７０が解錠角度に回
動し、デッドボルト６８が没入して解錠される。
【００４０】
施錠されている電気錠を機械的に非常解錠するには、シリンダ錠カバー３を手前に引いて
シリンダ錠６の鍵孔に差し込んだキーを解錠方向（図１０において反時計方向）に回動す
ると、ロータ６ａに係合しているシリンダカム５０が解錠角度に回動し、偏心軸５２がロ
ックレトラクタ５３を下方に押し下げるので、ロックレトラクタ５３の長孔５５がスライ
ドプレート２５のばね支持片３０を下方に押し、スライドプレート２５と共に下降するリ
ンクプレート２７が高位置にある軸６３ａを押し、ドライブシャフト６２，シリンダジョ
イント６１と共に箱錠Ｂのカム７０が解錠角度に回動し、デッドボルト６８が没入する。
その後、キーを元の角度に戻して引き抜く。
【００４１】
この機械的な非常解錠操作時には、ロックレトラクタ５３及びスライドプレート２５のみ
が下降し、レトラクタプレート３２は上昇位置に停止したままでよいのでハンドルＨの操
作は不要である。
機械的に施錠するには、キーを再び反時計方向に回動すると、スライドプレート２５が下
降してリンクプレート２７が高位置にある軸６３ｂを押動するため、ドライブシャフト６
２，シリンダジョイント６１と共に箱錠Ｂのカム７０が施錠角度に回動し、デッドボルト
６８が突出する。
【００４２】
次に、本発明の電気錠が左右両勝手の扉Ｄに兼用可能に構成されていることを説明する。
外側エスカッション１の内部には、図１３に示すように、ドライブシャフト６２の両側に
一対の検出スイッチ９１，９２がねじにより固着される。
ドライブシャフト６２の外周面には、検出スイッチ９１，９２の作動片を押動しない切欠
部６２ａ，６２ｂ， と、検出スイッチ９１，９２の作動片を押動する突出面６２ｄ
が形成される。
【００４３】
図１３に示すように、ドライブシャフト６２が施錠角度にあるときには、軸６３ａが高位
置にあり、一方のスイッチ９１の作動片は切欠部６２ｂに押動されないが、他方のスイッ
チ９２の作動片は突出面６２ｄに押動されるので、ドライブシャフト６２が施錠角度にあ
り、デッドボルト６８が突出した施錠状態にあることが検知される。
【００４４】
ドライブシャフト６２が図１３において時計方向にほぼ９０度回動した解錠角度にあると
きには、一方のスイッチ９１の作動片は切欠部６２ａによって、他方のスイッチ９２の作
動片は切欠部６２ｃによって共に押動されないので、ドライブシャフト６２が解錠角度に
あり、デッドボルト６８が没入した施錠状態にあることが検知される。
扉が勝手反対の場合にも、一対の検出スイッチ９１，９２の押動状態の検出によって施錠
状態及び解錠状態を検知することができる。
【００４５】
本発明の電気錠は、外側エスカッション１内において、レトラクタプレート３２，スライ
ドプレート２５の係合を制御 ようにしたので、ハンドルＨの操作のみでラッチボルト
７６，デッドボルト６８を駆動することができ、簡単な構成で操作性のよい電気錠を得る
ことができた。
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レトラクタプレート３２とスライドプレート２５の係合は、電気的に直接行うことなくハ
ンドルＨ操作によるレトラクタプレート３２の移動と、マグネットホルダ４３のカム溝４
４により行うようにしたため、極めて小さな電磁石４８を用いればよく、電気錠の小型化
が図れるので、外側エスカッション１が大きくならない利点がある。
【００４６】
リンクプレート２７により、施錠と解錠の回動方向の異なるドライブシャフト６２を制御
できるため、部品点数が少なくなる利点と、勝手違いの錠ケースにもそのまま取り付ける
ことができる利点がある。
【００４７】
【発明の効果】
本発明は以上のように構成されているので、以下に記載されるような効果を奏する。
(1) 入力設定部，電池，電磁石，制御部の基板などの全ての電気機器を外側エスカッショ
ンの内部に収容したので、扉を経由して内側エスカッションに配線する作業が不要になり
、組立並びに配線作業を容易に且つ効率的に行うことができる。
(2) 同じ理由により、内外のエスカッションの取り付け作業が簡単になり、既存のドア錠
を電気錠に改造し易くなった。
(3) ハンドルを操作すればラッチボルトが没入し、通電してハンドルを操作すればラッチ
ボルトが没入すると共に電気的に解錠され、もう一度通電してハンドルを操作すれば電気
的に施錠されるので、施錠，解錠操作が同一動作で簡単に行われる。
(4) 電気的な施錠、解錠機構及び機械的な非常解錠機構の構造が簡単であり、部品点数が
少ないので、エスカッションを薄くすることができる。
(5) 勝手違いの扉にそのまま取り付けることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】電気錠の本体の正面図である。
【図２】図１の一部破断側面図である。
【図３】外側エスカッションの縦断面図である。
【図４】外側エスカッションの裏面図である。
【図５】バックプレートに組立られた主要構成部品の正面図である。
【図６】図５の裏面図である。
【図７】図５の側面図である。
【図８】電気錠の主要構成部品の分解斜視図である。
【図９】解錠状態における電気錠の主要構成部品の正面図である。
【図１０】解錠時にハンドルを操作した状態を示す電気錠の主要構成部品の正面図である
。
【図１１】施錠操作を説明する電気錠の主要構成部品の正面図である。
【図１２】図１２（Ａ）～（Ｄ）はリンクプレートの作動説明図である。
【図１３】ドライブシャフトとスイッチの取り付け位置の関係を示す要部正面図である
【図１４】扉の断面図である。
【図１５】扉の斜視図である。
【図１６】箱錠の内部構造を説明する正面図である。
【符号の説明】
Ａ　　　　　　　　　電気錠本体
Ｂ　　　　　　　　　箱錠
１　　　　　　　　　外側エスカッション
５　　　　　　　　　入力設定部
６　　　　　　　　　シリンダ錠
７　　　　　　　　　バックプレート
１１　　　　　　　　シリンダアタッチメント
１８　　　　　　　　内部ケース
２５　　　　　　　　スライドプレート
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２６　　　　　　　　ピン
２７　　　　　　　　リンクプレート
３０，３４，３７　　ばね支持片
３１　　　　　　　　係合溝
３２　　　　　　　　レトラクタプレート
３８　　　　　　　　レトラクタスプリング
３９　　　　　　　　フックプレート
４１　　　　　　　　長軸
４２　　　　　　　　係合突起
４３　　　　　　　　マグネットホルダ
４４　　　　　　　　カム溝
４５　　　　　　　　可動片
４８　　　　　　　　電磁石
４９　　　　　　　　マグネットスプリング
５０　　　　　　　　シリンダカム
５２　　　　　　　　偏心軸
５３　　　　　　　　ロックレトラクタ
５４　　　　　　　　係合凹部
５６　　　　　　　　ロックスプリング
５８　　　　　　　　ハブ
５９　　　　　　　　押動突起
６１　　　　　　　　シリンダジョイント
６２　　　　　　　　ドライブシャフト
６３　　　　　　　　軸
６４　　　　　　　　錠ケース
６８　　　　　　　　デッドボルト
７０　　　　　　　　カム
７６　　　　　　　　ラッチボルト
７９　　　　　　　　ハブ
８２　　　　　　　　レトラクタ
８７　　　　　　　　基板
９１，９２　　　　　検出スイッチ
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】
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